
常務理事会 

（第48事業年度・第２回 

平成25年５月14日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 審議事項 
１．監査制度充実強化調査会からの
報告『会長声明「不適切な会計処
理に係る第三者委員会への対応に
ついて」』に関する件 

監査制度充実強化調査会において、

上場企業の不適切な会計処理に係る第

三者委員会の調査に関し、調査報告書

の質の向上及び関係者にとって調査報

告書がより有効に利用されるための考

え方について検討を行った結果、会長

声明「不適切な会計処理に係る第三者

委員会への対応について」として取り

まとめた旨提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。 

２．監査基準委員会からの答申
『IAASBコンサルテーション・ペ
ーパー「監査品質のフレームワー
ク」に対するコメント』に関する
件 

平成25年１月15日付けで国際会計士

連盟（IFAC）から公表された『IAASB

コンサルテーション・ペーパー「監査

品質のフレームワーク」』に対する協

会意見を取りまとめた旨提案があり、

審議の結果、提案どおり承認された。 

３．ＩＴ委員会からの答申『ＩＴ委
員会研究報告第27号「監査人のた
めのＩＴ教育カリキュラム」の改
正について』に関する件 

平成23年12月22日付けで公表したＩ

Ｔ委員会実務指針第６号「ＩＴを利用

した情報システムに関する重要な虚偽

表示リスクの識別と評価及び評価した

リスクに対応する監査人の手続につい

て」を受け、ＩＴ委員会研究報告第27

号「監査人のためのＩＴ教育カリキュ

ラム」を改正する旨提案があり、審議

の結果、提案どおり承認された。 

４．非営利法人委員会からの答申
『非営利法人委員会研究報告「社
会福祉法人の外部監査上の取扱
い」』に関する件 

平成23年７月に公表された新たな社

会福祉法人会計基準を適用する社会福

祉法人が、法人運営の透明性確保の観

点から外部監査を活用する場合の、監

査実務上の参考に資するため、非営利

法人委員会研究報告第24号「社会福祉

法人の外部監査上の取扱い」として取

りまとめた旨提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。 

５．公会計委員会からの答申『公会
計委員会研究報告「公会計基準設
定スキームの構築に向けて～海外
事例の調査とそれを踏まえた提言
～」』に関する件 

海外７か国における公会計基準設定

の方法を調査した結果を、公会計委員

会研究報告第19号「公会計基準設定ス

キームの構築に向けて～海外事例の調

査とそれを踏まえた提言～」として取

りまとめた旨提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。 

Ⅱ 報告事項 
１．IFAC IESBA会議（ニューヨーク
会議）報告に関する件 

平成25年３月11日から13日にかけて

ニューヨークにおいて開催された国際

会計士連盟（IFAC） 国際会計士倫理

基準審議会（IESBA）会議について報

告があった。 

 

 

理事会 

（第48事業年度・第２回 

平成25年５月15日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 会長報告 

山崎会長から、企業会計審議会監査

部会の動向、欧州監査規制改革の審議

状況、企業会計審議会総会・企画調整

部会合同会議の開催、平成25年春の叙

勲受章者等、最近の事業及び会務の運

営状況について、会則第95条に基づく

報告があり、協議を行った。 

Ⅱ 審議事項 
１．総務担当常務理事からの意見具
申「神奈川県会設置に伴う役員選
出規則の一部変更」に関する件 

神奈川県会の設置に伴い、本会監事

の選任手続における区割りに神奈川県

会の名称を加えるため、役員選出規則

を一部変更する旨提案があり、審議の

結果、提案どおり承認された。 

２．総務委員会からの意見具申に関
する件 

(1) 懲戒処分の効力に関する会則の
一部変更について 

(2) 相談窓口に関する細則の制定に
ついて        ほか２件 

平成25年４月17日開催の理事会にお

いて、「懲戒処分の効力に関する会則

の一部変更要綱案について」が承認さ

れたことを受け、懲戒処分の効力に係

る会則を一部変更する旨、また、平成

25年４月17日開催の理事会において、

「相談窓口に関する細則の制定要綱案」

が承認されたことを受け、相談窓口に

関する細則を制定する旨それぞれ提案

があり、審議の結果、提案どおり承認

された。 

Ⅲ 報告事項 
１．欧州監査規制改革の審議状況報
告（欧州議会法務委員会の最終報
告書）に関する件 

平成25年４月25日に欧州議会法務委

員会から、最終報告書を承認した旨の

プレスリリースが公表されたことから、

欧州監査規制改革の審議状況報告（欧



州議会法務委員会の最終報告書）につ

いて報告があった。 

 

このほか、主な報告事項は次のとお

りです。 

○「品質管理レビューツールの改訂に

ついて（その１）」に関する件 

○平成25年春の叙勲受章役員及び会員

に関する件 

以 上 

（総務本部長 中塚雅一） 


